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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱
（平成 18年京都府告示第 263号） 新旧対照表（案）

現 行 改 正 (案) 備 考

（趣旨） （趣旨）
第１条 この要綱は、次に掲げる法令又は例規に定めるもののほ 第１条 この要綱は、次に掲げる法令又は例規に定めるもののほ
か、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指 か、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指
定一般相談支援事業者（以下「事業者等」という。）の指定等 定一般相談支援事業者（以下「事業者等」という。）の指定等
に関し必要な事項を定めるものとする。 に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。） の法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）

(2)～(7) 略 (2)～(7) 略

（指定の申請等） （指定の申請等）
第２条 法第 36条第１項、第 38条第１項及び第 51条の 19の規 第２条 法第 36条第１項、第 38条第１項及び第 51条の 19の規 変更に係る申請の手続き
定による指定の申請 定による指定の申請、法第37条第１項及び第39条第１項の規定 の追加（本要綱の制定の

並びに法第 41条第１項及び第 51条の による指定の変更の申請並びに法第 41条第１項及び第 51条の 当初からの記載もれを修
21 の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス 21 の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス 正）。様式名称も変更
事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所指定 事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定
（ 更新）申請書（別記第１号様式）によるものとする。 （変更・更新）申請書（別記第１号様式）によるものとする。

２ 法第 36条第１項、第 38条第１項若しくは第 51条の 19の規 ２ 法第 36条第１項、第 38条第１項若しくは第 51条の 19の規 特定障害福祉サービスの
定による指定を受けた者又は法第 41条第１項若しくは第 51条 定による指定を受けた者又は第 41条第１項若しくは第 51条の 量の増加（法第 37 条第
の 21 の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指 21 の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定 １項）及び施設障害福祉
定に係る指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又 に係る指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は サービスの種類の種類変
は指定一般相談支援事業所（以下「事業所等」という。）の見 指定一般相談支援事業所（以下「事業所等」という。）の見や 更又は入所定員の増加
やすい場所に標示するものとする。 すい場所に標示するものとする。 （法第 39 条第１項）の

場合については、標示に
係る記載事項に変更を伴
わないため、改正を行わ
ない。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）〔閣法〕
（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更）
第三十七条 指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、厚生労働省令
で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

２ 前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術
的読替えは、政令で定める。

（指定障害者支援施設の指定の変更）
第三十九条 指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定
に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替
えは、政令で定める。
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（変更の届出等） （変更の届出等）
第３条 法第46条第１項から第３項まで及び第51条の25第１項及 第３条 法第46条 並びに第51条の25第１項 法第 46 条は第１項から
び第２項の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては 及び第２項の規定による届出のうち、変更に係るものにあって 第３項までの条項である
変更届出書（別記第２号様式）により、事業の廃止、休止又は は変更届出書（別記第２号様式）により、事業の廃止、休止又 ため、項を引用する規定
再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書（別記第３ は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書（別記第 を削除
号様式）によるものとする。 ３号様式）によるものとする。

２ 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書（別記 ２ 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書（別記 ○働き方改革を推進する
第４号様式）によるものとする。 第４号様式）によるものとする。 ための関係法律の整備に

関する法律の一部の施行
に伴う経過措置に関する
政令（平成 30 年政令第
251号）
附 則
この政令は、平成三十

二年四月一日から施行す
る。ただし、第一条第二
項及び第三項、第二条第
三項、第三条第三項、第
四条第三項並びに第五条
第三項の規定は、公布の
日から施行する。

第４条及び第５条 略 第４条及び第５条 略

（実施細目） （実施細目）
第６条 この要綱に規定するもののほか、事業者等の指定等に関 第６条 この要綱に規定するもののほか、事業者等の指定等に関
し必要な事項は、知事が別に定める。 し必要な事項は、知事が別に定める。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（変更の届出等）
第四十六条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事
項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

３ 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で
定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

（変更の届出等）
第五十一条の二十五 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で
定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところ
により、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定める
ところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

３・４ 略
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現 行 改 正 （案） 備 考

付表１～付表１４ （削除） 児童福祉法施行規則及び障

害者の日常生活及び社会生

第２号様式（第３条関係） 略 第２号様式（第３条関係） 略 活を総合的に支援するため

の法律施行規則の一部を改

第３号様式（第３条関係） 略 第３号様式（第３条関係） 略 正する省令（平成 30 年厚

生労働省令第 92 号）によ

第４号様式（第３条関係） 略 第４号様式（第３条関係） 略 り、申請等に当たっての提

出書類が削減された。

今後も同様の改正の可能

性があることから、事務の

簡略化及び様式の変更に随

時対応するため、要綱に付

表を記載せず、本要綱第６

条を根拠に通知等により、

知事が別に申請等に係る書

類を定めることとする。


